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小

泉
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郎

衆

議
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議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
永
田
寿
康
君
提
出
政
党
・
国
会
議
員
の
寄
附
行
為
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
三
年
六
月
二
十
九
日
受
領

答

弁

第

八

九

号



衆
議
院
議
員
永
田
寿
康
君
提
出
政
党
・
国
会
議
員
の
寄
附
行
為
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

一
般
的
に
は
国
務
大
臣
が
公
務
の
た
め
外
国
を
旅
行
す
る
際
に
日
本
国
政
府
が
政
府
と
し
て
当
該
国
務
大
臣
の
宿
泊
用
に

ホ
テ
ル
の
部
屋
を
予
約
す
る
こ
と
は
な
い
。
仮
に
国
務
大
臣
が
宿
泊
用
に
予
約
し
た
ホ
テ
ル
の
部
屋
に
つ
い
て
そ
の
予
約
を

取
り
消
し
た
場
合
に
は
、
ホ
テ
ル
に
対
す
る
取
消
料
の
支
払
は
当
該
国
務
大
臣
の
債
務
と
な
り
、
国
の
債
務
と
は
な
ら
な
い
。

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
上
の
「
寄
附
」
と
は
、
同
法
第
百
七
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
「
金
銭
、
物

品
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
の
共
与
又
は
交
付
、
そ
の
共
与
又
は
交
付
の
約
束
で
党
費
、
会
費
そ
の
他
債
務
の
履
行
と
し
て

な
さ
れ
る
も
の
以
外
の
も
の
を
い
う
」
と
さ
れ
て
お
り
、
右
の
よ
う
な
場
合
に
当
該
国
務
大
臣
が
ホ
テ
ル
に
対
す
る
自
ら
の

債
務
を
履
行
す
る
こ
と
は
、
同
項
に
規
定
す
る
寄
附
に
該
当
せ
ず
、
同
法
上
問
題
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
。

二
に
つ
い
て

御
質
問
は
、
お
尋
ね
の
政
党
又
は
国
会
議
員
の
後
援
会
が
す
る
行
為
が
公
職
選
挙
法
第
百
九
十
九
条
の
三
か
ら
第
百
九
十

九
条
の
五
ま
で
の
規
定
に
違
反
す
る
か
否
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
、
個
別
の
行
為
が
こ
れ
ら
の
寄
附
の
禁

止
の
規
定
に
違
反
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
具
体
の
事
実
に
即
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。


